
中⼩企業庁 ⾦融課
03-3501-2876中⼩企業再⽣⽀援事業 【復興】

令和３年度概算要求額 7.4億円（7.7億円）
事業イメージ

成果⽬標
被災された中⼩企業・⼩規模事業者等の⽅々の相談等に
応じるとともに、必要に応じて、事業再⽣に向けた事業計画
の策定や債権買取⽀援、経営改善⽀援、債務整理⽀援な
どを⾏うことにより、被災中⼩企業者等の復旧・復興と事業
再⽣を促進します。

事業⽬的・概要
東⽇本⼤震災の被害を受けた中⼩企業・⼩規模事業者等
の⼆重債務問題のほか、同震災の影響により業況が悪化し
ている被災事業者の相談に応じるため、被災県の中⼩企業
再⽣⽀援協議会を拡充する形で総合相談窓⼝（産業復
興相談センター）を設置しています。

事業の内容

条件（対象者、対象⾏為、補助率等）

国 認定⽀援機関
（中⼩企業再⽣⽀援協議会、
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※被災６県（⻘森・岩⼿・宮城・福島・茨城・千葉）のうち、⻘森・
茨城・千葉の中⼩企業再⽣⽀援協議会・産業復興相談センターに
ついては、平成29年度より⼀般会計で措置。

再⽣のための
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再⽣可能性
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